
第 1 号議案：2025 年度 活動報告および収支決算報告に関する件 

 2025 年度 6 月 Asia Mix 

      11 月 Asian Languages Speech Contest 

  その他研究班活動など 

 

 

 



財産目録 

 

備品 

 

 

  



監査報告 

 

  



第 2 号議案：会計運用細則の制定に関する件 

2025 年度の学校法人大東文化学園監査意見により、会計の運用規則を定める。 

 

大東文化大学国際関係学部地域研究学会 会計運用細則（案） 

 

（目的） 

 第１条 本細則は、大東文化大学国際関係学部地域研究学会（以下「本会」という）会

則第 13 条に基づき、本会の会計業務を適正かつ円滑に運用することを目的とする。 

 

（支出の基本原則）  

第２条 本会の支出は、国際関係学部のアジア理解教育への寄与、および活動が全学生に

開かれ、等しく恩恵が得られると判断されるものに限定される。 

 

（支出の分類と整理） 

第３条 本会の支出は、別途定める「費目コード表」の分類に従って整理し、会計処理を

行わなければならない。 

 

（予算の執行手続：学部行事）  

第４条 アジアミックス、アジアランゲージスピーチコンテスト（以下、ALSC）等の学

部行事を執行する者は、事前に企画書および予算書を提出し、運営委員会の承認を得なけ

ればならない。  

2．行事終了後、担当者は速やかに実施報告書および収支報告書を提出しなければならな

い。 

 

（予算の執行手続：研究班）  

第５条 各研究班に対し、毎年度 70,000 円を上限として経常補助金を支給する。  

2．前項以外のプロジェクト予算を必要とする場合は、事前に企画書および予算書（１プ

ロジェクト上限 20 万円）を提出し、運営委員会の承認を得なければならない。 

3．研究班は、年度末（1 月末）までに収支報告書および領収証等の証憑を提出し、運営委

員による確認を受けなければならない。 

 

（特殊支出：ALSC および賞品等）  

第６条 ALSC における非常勤講師への指導料、および各行事における賞品費の支出を認

める。 

 



（事務局による経常支出）  

第７条 事務局は、本会運営に必要な光熱費、通信費、および会費返還等の経常的な支出

を執行できる。 

 

（会費の返還） 

第８条 退学者に対する会費の返還は、未在籍の年度分を対象とし、1 年につき 2,000 円

として計算する。 

２．在籍期間の計算において、1 年に満たない端数があるときは、これを 1 年に切り上げ

るものとする。 

３．返還対象者と連絡が不通となり、相当の期間が経過した場合は、返還の権利を放棄し

たものとみなし、当該金額は翌年度の繰越金として処理する。 

 

（決算および報告）  

第９条 会計担当者は、会長とともに毎年度末に収支決算報告書を作成し、併せて「財産

目録（資産リスト）」および「繰越金内訳明細」を作成しなければならない。  

2．前項の書類は、会計監査による監査を経た後、通常総会において承認を得なければな

らない。 

 

（繰越金の管理方針）  

第１０条 次年度への繰越金が多額となる場合は、予算書においてその使途方針（研究活

性化、学生支援、将来の周年事業積立等）を明記し、計画的な執行に努めるものとする。 

 

 

  



第 3 号議案：地域研究学会会則の改正案について 

会計規則を定めたことによる変更と、目的や事業を現在の状況に合わせる改正を提案す

る。 

 

別紙参照 



地域研究学会会則（改正案） 地域研究学会会則（現行） 

第 1 条 本会は、大東文化大学国際関係学

部地域研究学会と称する。 

 

第 2 条（目的） 本会は、地域研究および

それに関連する諸分野の学習と研究、情報

の交換を促進するとともに、教員と学生の

緊密な連携のもと、学生の主体的な学習・

研究活動を支援し、アジア理解教育に寄与

することを目的とする。 

 

第 3 条（事業） 本会は、第 2 条に掲げた

目的を達成するために、次の諸事業を行

う。 

1. 研究会、講演会、映画会等の開催 

2. 学生による自主的な研究グループ（研

究班）の活動支援 

3. 学生による地域研究・多文化交流イベ

ントの企画および運営 

4. 学生の研究成果の発表（スピーチコン

テスト、報告会等）の奨励 

5. アジアに関連する諸資料の収集と管理 

6. 国内・国外の研究者、学生、および諸

団体との交流 

7. その他、運営委員会が目的達成のため

に必要と認める事業 

 

第 4 条 本会の事務所を埼玉県東松山市岩

殿 560 大東文化大学国際関係学部内に置

く。 

 

第 5 条 本会の会員は、次の通りとする。 

1. 大東文化大学国際関係学部（以下本学

部と略称する）所属専任教員 

2. 本学部学生 

3. 大学院アジア地域研究科学生 

第 1 条 本会は、大東文化大学国際関係学

部地域研究学会と称する。 

 

第 2 条 本会は、地域研究およびにそれに

関連する言語、歴史、政治、経済、社会、

芸術等の分野の学習と研究、情報の交換、

ならびに研究者、学生の交流を促進するこ

とをその目的とする。 

 

 

第 3 条 本会は、第 2 条に掲げた目的を達

成するために、次の諸事業を行う。 

1. 研究会、講演会、映画会等の開催 

2. 図書及び資料の収集 

3. 出版物の作成 

4. 国内・国外の研究者、学生との交流 

5. その他必要と認められる事業 

 

 

 

第 4 条 本会の事務所を埼玉県東松山市岩

殿 560 大東文化大学国際関係学部内に置

く。 

 

第 5 条 本会の会員は、次の通りとする。 

1. 大東文化大学国際関係学部(以下本学部

と略称する)所属専任教員 

2. 本学部学生 

3. 大学院アジア地域研究科学生 

 

第 6 条 本会に次の役員を置く。 

1. 会長 1 名 

2. 運営委員 11 名 

A 教員委員 5 名 

B 学生委員 6 名 



 

第 6 条 本会に次の役員を置く。 

1. 会長 1 名 

2. 運営委員 11 名   

A 教員委員 5 名   

B 学生委員 6 名 

3. 会計監査委員 2 名 

 

第 7 条 第 6 条に定める役員のうち、会長

は本学部学部長をもってこれにあてる。 

運営委員（教員委員）は会長が選出する。

運営委員（学生委員）は学生委員の互選で

選出する。会計監査委員は、第 5 条 1 項

に定める会員より互選によってこれを選出

する。運営委員、会計監査委員の任期は 1 

年とする。 

 

第 8 条 会長および運営委員は運営委員会

を構成する。 運営委員会は本会を運営

し、事業計画および予算案を作成し、会務

を分担処理する。また、必要に応じて会則

改正案を作成する。運営委員会の議事は、

構成員の過半数をもってこれを決し、議事

録にこれを記録する。 

 

第 9 条 会長は毎年一回、5 月末日までに

定例総会を招集しなければならない。但

し、必要に応じて、臨時総会を招集するこ

とができる。 

 

第 10 条の 1 総会においては次の事項を審

議する。 

1. 会則の改正に関する件 

2. 毎年度の事業計画および予算案 

3. 前年度の事業報告、決算報告および財

産目録 

3. 会計監査委員 2 名 

 

第 7 条 第 6 条に定める役員のうち、会長

は本学部学部長をもってこれにあてる。運

営委員(教員委員)は会長が選出する。運営

委員(学生委員)は学生委員の互選で選出す

る。会計監査委員は、第 5 条 1 項に定め

る会員より互選によってこれを選出する。

運営委員、会計監査委員の任期は 1 年と

する。 

 

第 8 条 会長および運営委員は運営委員会

を構成する。運営委員会は本会を運営し、

事業計画および予算案を作成し、会務を分

担処理する。また、必要に応じて会則改正

案を作成する。運営委員会の議事は、構成

員の過半数をもってこれを決し、議事録に

これを記録する。 

 

第 9 条 会長は毎年一回、5 月末日までに

定例総会を招集しなければならない。但

し、必要に応じて、臨時総会を招集するこ

とができる。 

 

第 10 条の 1 総会においては次の事項を

審議する。 

1. 会則の改正に関する件 

2. 毎年度の事業計画および予算案 

3. 前年度の事業報告および決算報告 

4. 運営員会より提出された案件 

5. その他本会運営のために必要な案件 

 

第 10 条の 2 総会は委任状を含め会員総

数の 5 分の 1 の出席をもって成立する。 

 



 

  

4. 運営委員会より提出された案件 

5. その他本会運営のために必要な案件 

 

第 10 条の 2 総会は委任状を含め会員総数

の 5 分の 1 の出席をもって成立する。 

 

第 11 条 本会運営のための経費は会員の納

付する会費、寄付金、その他の収入をもっ

てこれにあてる。 

 

第 12 条 本会の会費は 1 年間 2,000 円と

し、修業年限分を納入しなければならな

い。 

 

第 13 条（会計規則） 本会の会計処理およ

び資産管理については、透明性と適正性を

確保するため、別に定める「会計運用細

則」に基づき適正に運用しなければならな

い。 

 

第 14 条 本会の会計年度は、毎年 4 月 1 

日に始まり翌年 3 月 31 日に終了する。 

 

第 11 条 本会運営のための経費は会員の納

付する会費、寄付金、その他の収入をもっ

てこれにあてる。 

 

第 12 条 本会の会費は 1 年間 2,000 円

俊、修業年限分を納入しなければならな

い。 

 

第 13 条 本会の会計規則は、別にこれを定

める。 

 

 

 

第 14 条 本会の会計年度は、毎年 4 月 1 

日に始まり翌年 3 月 31 日に終了する。 



第 4 号議案 2026 年度 役員（運営委員）選任に関する件 

2026 年度運営委員 

 （教員） 岡本信広（国際関係学科教授・学部長／会長） 

   倉島孝行（国際関係学科准教授／アジミ担当） 

   澤田聖也（国際関係学科助教／アジミ・研究班担当） 

   鈴木真弥（国際文化学科教授／スピコン担当） 

     田崎郁子（国際文化学科講師／会費返還担当） 

   兪 敏浩（国際文化学科教授／出納担当） 

 （学生） 納谷 嵩（国際関係学科 3 年／事務局長） 

新井誉晃（国際関係学科 3 年／財務担当） 

武田銀太（国際文化学科 3 年／研究班担当） 

アカイラル ニコル（国際文化学科２年／総務担当） 

千田杏莉（国際文化学科２年／財務担当） 

渡邉さくら（国際文化学科２年／総務担当） 

 

 （監査） 小尾 淳（国際関係学科准教授） 

      廣江倫子（国際文化学科准教授） 

 

 

 

 

第 5 号議案：2026 年度 活動計画および収支予算に関する件 

2025 年度  4 月 新入生歓迎会カレー配布 

6 月 Asia Mix 

    9 月 国際関係学部 40 周年記念ホームカミングデー 

      11 月 Asian Languages Speech Contest 

  その他研究班活動など 

 

 

 

 

 

  



収支予算 

 

 


